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回 覧 

平成２８年度 定期総会開催 自走架柱橋架設訓練視察 

平成２８年５月１９日に、平成２８年度座間市基地

返還促進等市民連絡協議会定期総会をハーモニーホ

ール座間で開催しました。総会では、「平成２７年度

事業実績及び収支決算並びに監査報告について」「平

成２８年度事業計画及び予算並びに平成２８年度役

員の選任について」の議案が審議され、全て承認され

ました。 

≪会長あいさつ要旨≫ 

平成２８年２月２９日に、かねてより取りまとめて

いた５．４ヘクタールの返還が実現しました。座間総

合病院の開院、そして、新消防庁舎の建設に向けての

事務手続きが順調に進んでいます。財務省からは、消

防庁舎の敷地と公園用地部分の払い下げなどの応援

をいただき、残りは返還された国有地についてひとつ

ひとつ仕上げをしていく段階に至りました。正式返還

から１ヶ月という短期間のうちに病院が開院できた

ことについては、私ども座間市だけではなく、県内・

国内各地で基地を抱える自治体にとって大きな成果

だと注目をいただいています。 

これに加えて、新消防庁舎や消防の司令業務に対し

ての防衛補助など、この一連の返還を含めて様々なか

たちで負担軽減策を国から引き出すことができてい

ると考えています。今後も、基地を抱える街として現

実を受け止め、国としっかり向き合い、協調しながら

対応を深めていきたいと思います。 

促進協の主要事業の一つである基地等視察を、２月 

１０日に行いました。今回は、座間駐屯地に所属する陸

上自衛隊第４施設群による、自走架柱橋架設訓練の様子

を、促進協のメンバー３３名が視察しました。 

当日は、第４施設群や災害時に使用する主要装備品の

説明を受けました。 

また、自走架柱橋架設訓練では、第４施設群が橋を架

ける様子を見学し、さらに、地面に設置された橋の上を

実際に歩いて渡るといった、貴重な体験ができた一日と

なりました。 

第４施設群が座間の地に駐屯していることは、災害時

などの万が一の時に威力を発揮し、市民の安全・安心に

貢献できるものとして、大変頼もしく感じました。 

 

訓練で橋を架ける様子 

促進協ニュースは、図書館、公民館、北地区文化センター、

東地区文化センター、立野台、新田宿・四ツ谷、小松原、

東原、相模が丘、相武台、ひばりが丘、栗原の各コミュニ

ティセンターに置いてあります。ご自由にご覧ください。 

実際に橋を渡る参加者 

平成 28年 5月 19日定期総会の様子 
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キ ャ ン プ 座 間 に 関 す る 協 議 会 報 告 

 

≪第１８回幹事会内容≫ 

１ 日 時 平成２９年３月２８日（火）１５：３０～１６：００ 

２ 場 所 座間市役所３階 庁議室 

３ 出席者 

（１） 南関東防衛局 鋤先企画部長、伊藤管理部長（欠席）、小長地方調整課長 

（２） 座間市役所 小俣副市長、上沢市議会副議長、長本市基地返還促進等市民連絡協議会副会長、

三浦企画財政部長 

（３） 神奈川県 谷川基地対策部長 

４ 会議の概要 

（１）キャンプ座間に関する協議会運営要領の改正 

平成２８年４月の座間市の組織改編等に伴うキャンプ座間に関する協議会運営要領の改正

案について協議を行い、改正案を次回の代表幹事会に諮ることとした。 

 （２）第８回代表幹事会について 

第８回代表幹事会の議事内容について確認を行った。 

 （３）負担軽減策の具体化について 

     座間市が計画している返還跡地利用の整備スケジュールについて、座間市から、「公園エリア

は、平成３２年の開園に向け取組を進めているところであり、市民が負担軽減を実感できるよ

う、引き続き、積極的な対応をお願いしたい。」との発言があり、これに対し、南関東防衛局か

ら、「座間市民のための負担軽減については、国の財政が非常に厳しい状況にあることにご理解

いただきたいが、環境整備法等に基づき、最大限努力してまいりたい。」との説明があった。 

（４）その他の事項について 

南関東防衛局から、「防衛省では、平成２５年１２月に策定された防衛大綱・中期防衛力整備

計画に従い、全国の部隊を機動的かつ統合的に運用し得る指揮統制の体制を確立するため、中

央即応集団を廃止し、陸上自衛隊の各方面隊を束ねる陸上総隊司令部（仮称）を朝霞駐屯地に

新設することを予定している。これに伴い、座間駐屯地においては、陸上総隊に必要な在日米

陸軍等との平素からの実効性の高い連絡調整を行うことを念頭においた、陸上総隊司令部日米

共同部（仮称）を配置する予定。また、首都直下地震等の各種事態に実効的に対応する観点か

ら、第４施設群長の平素からの指揮・管理を容易にするため、第３６４施設中隊等を静岡県御

殿場市の駒門駐屯地から座間駐屯地に移駐することとしている。今回のこれらの部隊改編に伴

い、座間駐屯地の定員は約５９０名から約４７０名となる予定であるが、駐屯地の体制の決定

に際しては、覚書第１条で定められた内容を踏まえ、適切に対応してまいりたい。」との説明が

あった。 

これに対し、座間市から、「陸上総隊司令部日米共同部（仮称）について、人数が約２０名と

なり、現在の中央即応集団司令部庁舎に配置されるものと承知しているが、現時点で、本件に

関する新たな情報があれば提供いただきたい。」との発言があり、この座間市の発言に対し、南

関東防衛局から、「新たにお伝えできるものはないが、今後とも、お伝えできる内容が出てくれ

ば、速やかに情報提供を行っていく。」との説明があった。 

次に、座間市から、本年２月１０日に相模川河川敷で行われた第３６４施設中隊による自走

架柱橋の架設訓練等に対する所感が述べられた後、「第３６４施設中隊の移駐に伴い、人員及び

装備品はどこに配備される予定なのか。」との発言があり、これに対して、南関東防衛局から、

「第３６４施設中隊の人員及び装備品の配備場所については、現在、具体的な検討を進めてい

るところであるが、先程も述べたとおり、体制の決定に際しては、昭和４６年に取り交わした

覚書第１条で定められた内容を踏まえ、適切に対応してまいりたい。」との説明があった。 

次に、座間市から、座間駐屯地の改編の情報提供以降の、市議会における覚書についての議

論状況の説明があった後、「３月定例市議会の最終日に、議員提出議案「在日米陸軍司令部キャ

ンプ座間（座間行政区域内）の自衛隊一部使用に関する覚書の見直しと新たな覚書の締結を求

める決議について」の決議書が賛成多数で採択されたことから、基地の整理、縮小、返還と負

担軽減策等の促進を求めつつ、実態に沿った内容を踏まえ、必要事項を整理した上で、新たな

覚書の締結をしていくべきではないかというのが議会の意思である。」との発言があり、これに

対して、南関東防衛局から、「覚書の見直しにあたっては、現在の履行状況を整理し、確認する

必要がある。ついては、第２回・第３回幹事会の資料を事務局に更新させると共に、覚書の見

直し案を作成させ、協議することでいかがか。」との発言があり、次回の幹事会において、覚書

の履行状況及び見直し案について、協議することとなった。 


